
令和７年度第２回行政連絡員調整会議 資料 

【避難行動要支援者について】 

＜概要＞ 

 「避難行動要支援者」である災害時に自力で避難が困難であり支援を要する方につきまし

ては、申請に基づき名簿を作成しております。別添の登録者数がおりますので、ご参照くだ

さい。 

 市では、この名簿を行政機関や自治会等の地域団体で共有することで、災害時の安否確認

や迅速な初期支援活動につなげることを目的としたネットワークづくりを進めております。 

 ついては、地域団体の皆様には、名簿の受け取りや登録を希望される方への周知、そして、

有事の際においてはご支援賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

＜名簿の更新及び新規受け取りの検討＞ 

・自治会や自主防災組織でお預かりいただいている名簿の更新は、年に１度を予定しており

ます。

・すでに名簿を受け取っていただいている自治会、自主防災組織には、準備ができましたら

後日、個別にご連絡をいたしますので、名簿の受領及び差し替えをよろしくお願いします。

・名簿受け取りについてご検討中の自治会においては、注意事項等をまとめました別添「避

難行動要支援者名簿の受け取りを検討されている自治会の方へ」を作成いたしましたのでご

確認ください。

＜登録について＞ 

・登録を希望される方は、市役所生活福祉課にお申し込みください。

・登録用紙は市役所生活福祉課に用意してある他、市ウェブサイトからも申請可能となりま

した。また、申込用紙の郵送も行っています。

＜令和７年の変更点＞ 

・令和７年３月より避難行動要支援者名簿の登録届出情報の見直しを行いました。

そのため、「避難行動要支援者名簿」に登録されている方全員に、改めて登録（再

登録）及び情報提供の同意についての調査を行い、回収中です。（６月末〆切）

・地域団体へ提供する情報が増えました。

（これまで）

「避難行動要支援者の氏名」、「生年月日」、「住所」、「電話番号」、「身体上の状況」等 

（令和７年３月から） 

「届出書」に記載されている全ての情報（上記ほか、身体障害者手帳、愛の手帳、精神

障害者保健福祉手帳、介護度、緊急連絡先、かかりつけ医療機関及び別紙） 

資料№３ 

1



避難行動要支援者登録者数 令和７月６月２日現在

地区 単身高齢者
単身高齢者
（障害者）

高齢者のみ
高齢者のみ
（障害者）

障害者
要介護
その他

総計

矢野口 4 5 1 6 24 7 47

東長沼 10 6 5 10 29 11 71

大丸 9 10 4 8 33 9 73

百村 4 1 1 3 7 5 21

坂浜 0 0 0 0 3 0 3

平尾 5 7 5 10 31 2 60

押立 2 5 1 4 8 6 26

向陽台 1 0 4 6 22 3 36

長峰 1 7 2 6 13 2 31

若葉台 1 4 0 8 13 0 26

総計 37 45 23 61 183 45 394

現在の名簿配付先

・福祉部（生活福祉課）

・消防署・消防団

・警視庁多摩中央警察署

・稲城市社会福祉協議会

・民生児童委員

・東長沼自治会

・押立自治会

・坂浜自治会

・平尾住宅自治会

・平尾分譲住宅自治会

・長峰杜の三番街自主防災組織

・若葉台自治会

・若葉台ワルツの杜団地自治会

・大丸自治会

・都営稲城第二アパート自治会

・向陽台二丁目住宅自治会

・アルボの丘団地管理組合

・地域包括支援センター（ひらお、やのくち、エレガントもむら、こうようだい）
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（№　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　） 別紙

№

：

：

様式第１号（第３条関係）

避難行動要支援者登録届出書兼情報提供同意書

稲城市長　殿 記入日：　　　　年　　　　月　　　日

　　　　　年　　　　　月　　　　　日　 以下について個人情報の提供に同意して登録します。
お住まい

□戸建て □集合住宅（３階以上）→エレベーター：□あり □なし

□集合住宅（２階以下） □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

住所

〒

必要な支援
□安否確認、情報提供のみ必要　　□避難先までの移動の支援
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

フリガナ
届出者

□本人
□本人以外（署名：　　　　　　　　　　）

暮らしの状況

□一人暮らし
□同居家族がいる
　→（　□家族がいても避難できない　　　　　□家族がいれば避難できる　　）
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

氏名

フリガナ 自動登録 性別 自動登録 担当民生委員 自動登録

生年月日 電話番号 避難所 自動登録 移動の道具 □杖　□歩行器　□車いす　□特になし　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

世帯の状況 自動登録 携帯電話 自治会区域 自動登録
連絡手段

□電話

身体上の状況
□メール→アドレス（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

お住まいの
地域

多摩川浸水区域 □区域内 □区域外

身体障害者手帳 自動登録 土砂災害　　　　　 □特別警戒区域 □警戒区域 □区域外

愛の手帳 自動登録 精神障害者保健福祉手帳 自動登録 介護度 自動登録 風水害時の
事前避難

□事前に避難する場所がある→場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□避難する場所がない、避難できない緊急連絡先①（必須） 緊急連絡先②（任意）

フリガナ フリガナ
福祉支援者

□現在関わっている福祉支援機関がある→機関名（　　　　　　　　　　　　　　　）
□特になし氏名 氏名

本人との関係 本人との関係

自由記載欄住所 住所

電話番号 電話番号

携帯電話 携帯電話 　〇避難経路（震災用） 【想定する指定避難所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

かかりつけ医療機関①（必須） かかりつけ医療機関②（任意）

医療機関名 医療機関名

住所 住所

電話番号 電話番号

診療科 診療科

＜稲城市確認欄＞ 　〇避難経路（風水害用） 【想定する指定避難所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】
〇届出の情報は、市役所(福祉部)、消防署、稲城市社会福祉協議会、多摩中央
警察署や地域団体（民生児童委員、自主防災組織、お住まいの地域の自治会（名
簿受領に同意のある団体に限る。）、地域包括支援センター）へ提供されます。

〇以下の情報は福祉総合システムから自動的に登録されます（「自動登録」の欄）
　身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、要介護状態区分、世
帯の状況、最寄の避難所（地図上での最短距離の避難所）

〇災害発生時は、支援者自身に不測の事態などが発生する可能性もあります。
名簿に登録した場合でも、確実な避難支援や安全を保障できるものではありませ
ん。

課長 係長 係 　※浸水区域内にある指定避難所は、原則開設されないためご注意ください。

窓口
・

郵送
・

その他
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じん臓1級・聴覚2級

2度 4級 要介護2

新様式
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避難行動要支援者名簿の受け取りを 

検討されている自治会の方へ 

 

＜避難行動要支援者名簿について＞ 

 本名簿は、高齢者や障害者など災害発生時に不安を感じており、周囲の方々に自己情報

を知ってもらいたい方から届出のあった情報を登録したものです。市役所、消防署、稲城

市社会福祉協議会、地域包括支援センター、民生委員をはじめとした災害発生時に支援者

となりうる団体等で情報を共有するために提供しています。 

 

＜受け取りにあたっての注意事項＞ 

 以下の内容についてご同意いただく必要があります。 

⚫ 名簿の受け取りにあたっては、総会等における当該自治会の総意により決定すること。 

また、代表や役員の交代等があっても名簿の所在が不明にならないよう、継続的な管

理・活用をすること。 

⚫ 名簿の保管は、可能な限り施錠可能な場所に保管するなど、厳重に管理すること。 

⚫ 名簿の取り扱いにあたっては、職を退いた後も含め、個人情報保護に関する法令等を

遵守すること。また、記載されている情報を第三者に公開・提供・販売しないこと。 

⚫ 受け取った名簿は適正に管理し、日ごろの見守りや防災訓練、災害時は安否確認など

の避難支援に活用すること。また、目的以外には使用しないこと。 

⚫ 避難行動要支援者名簿の更新時には、古い名簿を市に返還すること。 

 

＜受け取りの流れ＞ 

①稲城市生活福祉課まで、名簿の提供に関する依頼文を提出してください。 

上記注意事項への同意が確認できましたら、名簿の提供となります。 

②名簿の準備ができましたら、市より通知と「受領書兼誓約書」をお送りします。 

③「受領書兼誓約書」に名簿保管場所と名簿管理者の記名押印をし、市役所までご持参く

ださい。市役所の窓口にて、名簿をお渡しします。 

 

＜名簿の更新について＞ 

名簿の更新は、年に１回夏頃に行っており、依頼をいただいている自治会には、新しい

名簿ができたときに市よりお知らせいたします。お知らせのときにお送りする「受領書

兼誓約書」に名簿保管場所と名簿管理者の記名押印の上、市役所までお越しください。

新しい名簿をお受け取りの際、古い名簿をご返却ください。 

 

 

問い合わせ・連絡先 

〒206-8601 東京都稲城市東長沼２１１１ 

稲城市役所 福祉部生活福祉課生活福祉課地域福祉係 

電話 ０４２－３７８－２１１１ 内線２１３・２０８ 
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   年   月   日 

 

 

稲城市長 髙橋 勝浩 殿 

 

 

団体名            

代表者名           

 

 

避難行動要支援者名簿の提供について（依頼） 

 

 

 稲城市避難行動要支援者名簿の提供について依頼いたします。 

 

 

記 

 

 

団体名  

名簿管理者 

職・氏名 

 

電話番号  

メールアドレス  
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